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〔開会 午前 ９時５８分〕 

議長（三鬼和昭議員） これより平成２１年第３回尾鷲市議会臨時会を開会いたしま

す。 

 開会に当たり、市長職務代理者よりごあいさつがあります。 

 市長職務代理者。 

〔市長職務代理者（三木正尚君）登壇〕 

市長職務代理者（三木正尚君） おはようございます。 

 ここ二、三日厳しい暑さが続いておりますが、本日は、早朝より臨時会にご参

集いただきまして、まことにありがとうございます。 

 今回の臨時会は、国が経済対策の一環として打ち出しています交付金事業の執

行を遅延することなく推進するため開催をお願いしたところであります。臨時会

に提出をいたします１件の議案と３件の報告案件につきましては市長職務代理者

であります私からご報告いたしますので、よろしくご審議いただきますようお願

い申し上げます。 

 簡単ではございますが、臨時会の開会に当たりましてのごあいさつとさせてい

ただきます。 

議長（三鬼和昭議員） これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は１６名であります。 

 よって、会議は成立いたしております。 

 最初に議長の報告ですが、お手元に配付の報告書は朗読を省略することといた

します。 

 次に、去る４月２３日豊橋市において開催されました第９２回東海市議会議長

会定期総会並びに５月２７日東京都において開催されました第８５回全国市議会

議長会定期総会におきまして、永年勤続の表彰が行われ、議員勤続１０年以上の

一般表彰を中垣克朗副議長が受けられましたので、ご報告いたします。 

 また、５月２７日開催の全国市議会議長会定期総会におきまして、全国市議会

議長会産業経済委員会委員として会務運営に尽力されました功績に対し、当時の

議長であられました與谷公孝議員に感謝状が授与されましたので、あわせてご報

告いたします。 

 それでは、ただいまより表彰状並びに感謝状の伝達を行います。 

事務局長（山本和夫君） それでは、最初に中垣副議長さんのご登壇をお願いいたし

ます。 
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〔１５番（中垣克朗議員）登壇〕 

議長（三鬼和昭議員） 表彰状、尾鷲市、中垣克朗様。 

 あなたは市議会議員の要職にあること１０年、鋭意市政の発展に寄与された功

績はまことに顕著であります。 

 よって、本会表彰規定によりこれを表彰いたします。 

 平成２１年４月２３日 

 東海市議会議長会会長 豊橋市議会議長 大沢初男 

〔表彰状授与〕 

〔拍 手〕 

議長（三鬼和昭議員） 表彰状、尾鷲市、中垣克朗殿。 

 あなたは市議会議員として１０年、市政の振興に努められ、その功績は著しい

ものがありましたので、第８５回定期総会に当たり、本会表彰規定により表彰い

たします。 

 平成２１年５月２７日 

 全国市議会議長会会長 五本幸正 

〔表彰状授与〕 

〔拍 手〕 

議長（三鬼和昭議員） おめでとうございます。 

事務局長（山本和夫君） 続きまして、與谷議員のご登壇お願いいたします。 

〔９番（與谷公孝議員）登壇〕 

議長（三鬼和昭議員） 感謝状、尾鷲市、與谷公孝殿。 

 あなたは全国市議会議長会産業経済委員会委員として会務運営の重責に当たら

れ、本会の使命達成に尽くされた功績はまことに顕著なものがありますので、

第８５回定期総会に当たり、深甚な感謝の意を表します。 

 平成２１年５月２７日 

 全国市議会議長会会長 五本幸正 

〔感謝状授与〕 

〔拍 手〕 

議長（三鬼和昭議員） 中垣副議長におかれましては、このたびの晴れの受賞まこと

におめでとうございます。心よりお喜び申し上げます。 

 また、與谷議員におかれましては、全国市議会議長会産業経済委員会委員とし

てご尽力され、まことにご苦労さまでした。 



－５－ 

 以上で、表彰並びに感謝状の伝達を終了いたします。 

 これより議事に入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第１号により取り進めた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において４番、

田中勲議員、５番、三林輝匡議員を指名いたします。 

 次に、日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、本日１日限りにいたしたいと思います。これに異議ござい

ませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、本臨時会の会期は本日１日限りに決定いたしました。 

 次に、日程第３、議案第３０号「平成２１年度尾鷲市一般会計補正予算（第５

号）の議決について」を議題といたします。 

 ただいま議題となりました議案は、朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求

めます。 

 市長職務代理者。 

〔市長職務代理者（三木正尚君）登壇〕 

市長職務代理者（三木正尚君） それでは、今回提案しております議案第３０号「平

成２１年度尾鷲市一般会計補正予算（第５号）の議決について」ご説明をいたし

ます。 

 お手元に配付の平成２１年度尾鷲市一般会計補正予算（第５号）及び予算説明

書によってご説明をいたします。 

 １ページをごらんください。 

 今回お願いいたします補正予算は、急激に悪化している雇用情勢に対応するた

め国において創設されました三重県ふるさと雇用再生特別基金事業市町等補助金

及び三重県緊急雇用創出基金事業市町等補助金を活用する事業費として、合わせ

て１,５０７万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ７９億２,６２３

万６,０００円とするものであります。 

 ３ページをごらんください。 
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 歳入につきましては、１４款県支出金、２項県補助金で１,５０７万円の増額

です。これは、雇用失業情勢が厳しい中、地域の実情に応じた創意工夫に基づき

事業の継続が見込まれる取り組みを支援する、三重県ふるさと雇用再生特別基金

事業市町等補助金９３４万５,０００円と、失業者のために雇用就業機会の創出

を支援します三重県緊急雇用創出基金事業市町等補助金５７２万５,０００円で

ございます。 

 続きまして、４ページをごらんください。 

 歳出でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費は、緊急雇用創出事業として高齢者緊急連絡カー

ドを整備するための費用で、１０１万５,０００円の増額です。 

 次に、５款農林水産業費、５項水産業費は、緊急雇用創出事業として、海洋深

層水を活用したハバノリ、アワビの陸上養殖事業費１２６万円を計上しておりま

す。 

 ６款商工費、１項商工費は、ふるさと雇用再生特別基金事業として魚あら・未

利用魚の有効活用システム研究事業４７２万５,０００円と、地域資源「尾鷲海

洋深層水」温浴活用進化事業４６２万円の計上です。 

 ７款土木費、３項河川費は緊急雇用創出事業として、市内各所の公共水路等清

掃事業費として２３７万７,０００円を計上しております。 

 ９款教育費、１項教育総務費は、緊急雇用創出事業として子ども携帯電話・イ

ンターネット問題サポート事業費１０７万３,０００円を計上しております。 

 以上をもちまして、議案第３０号「平成２１年度尾鷲市一般会計補正予算

（第５号）の議決について」の説明とさせていただきます。何とぞよろしくご審

議いただき、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 

議長（三鬼和昭議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより議案に対する質疑に入ります。 

 ただいまのところ、質疑の通告はございません。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第３０号「平成２１年度尾鷲市一般会計補
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正予算（第５号）の議決について」につきましては、お手元に配付の議案付託表

のとおり、会議規則第３７条第１項の規定により、それぞれ所管しております常

任委員会に付託したいと思います。 

 これに異議ございませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３０号はそれぞれ所管しております常任委員会に付託すること

に決しました。 

 次に、日程第４、報告第１８号「専決処分事項の承認について（平成２１年度

尾鷲市一般会計補正予算第４号）」を議題といたします。 

 ただいま議題となりました報告について、朗読を省略し、直ちに説明を求めま

す。 

 市長職務代理者。 

〔市長職務代理者（三木正尚君）登壇〕 

市長職務代理者（三木正尚君） それでは、報告案件についてご説明いたします。 

 報告第１８号「専決処分事項の承認について（平成２１年度尾鷲市一般会計補

正予算第４号）」につきましては、地方自治法第１７９条第１項の規定により専

決処分を行ったものであります。 

 この専決処分事項の承認につきましては、今月の２６日に執行を予定している

尾鷲市長選挙経費として、歳出においては立候補者に交付する選挙運動用ポスタ

ー作成交付金及び投開票事務経費など１,５０８万６,０００円を追加し、歳入で

は、それらの経費に充当するため財政調整基金から同額を繰り入れ、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ７９億１,１１６万６,０００円としたものであります。 

 以上をもちまして、報告第１８号「専決処分事項の承認について（平成２１年

度尾鷲市一般会計補正予算第４号）」の説明とさせていただきます。 

議長（三鬼和昭議員） 以上で報告は終わりました。 

 これより報告に対する質疑に入ります。 

 ただいまのところ、質疑の通告はございません。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 
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 これより討論に入ります。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 日程第４、報告第１８号「専決処分事項の承認について（平成２１年度尾鷲市

一般会計補正予算第４号）」を採決いたします。 

 本報告を承認することに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（三鬼和昭議員） 挙手全員であります。 

 よって、報告第１８号は承認されました。 

 次に、日程第５、報告第１９号「専決処分事項について（損害賠償の額の決

定）」及び日程第６、報告第２０号「専決処分事項について（損害賠償の額の決

定）」の報告２件を一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました報告２件は朗読を省略し、直ちに説明を求めます。 

 市長職務代理者。 

〔市長職務代理者（三木正尚君）登壇〕 

市長職務代理者（三木正尚君） それでは、報告第１９号及び報告第２０号の「専決

処分事項について（損害賠償の額の決定）」について、ご説明をいたします。 

 初めに、報告第１９号「専決処分事項について（損害賠償の額の決定）」につ

きましては、平成２１年３月１３日、本市職員が業務のため、矢浜岡崎２５３番

地に所在する倉庫付近に市有自動車を駐車しようと国道４２号線から同所に進入

したところ、後退してきた車両と接触し、相手方車両に損害を与えたものであり

ます。このことから、双方協議の結果、過失割合を本市職員１０％、相手

方９０％とし、平成２１年６月５日に損害賠償額を２万７,３００円と決定すべ

く、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分を行ったもので、同条

第２項の規定により議会に報告するものであります。 

 次に、報告第２０号「専決処分事項について（損害賠償の額の決定）」につき

ましては、平成２０年８月６日、本市職員が業務のため市有自動車で倉ノ谷方面

から国道４２号線倉ノ谷交差点に進入したところ、坂場西方面から進入してきた

車両と接触し、相手方車両に損害を与えたものであります。このことから、双方

協議の結果、過失割合を本市職員５０％、相手方５０％とし、平成２１年６

月２３日に損害賠償額を１１万５,０００円と決定すべく、地方自治法第１８０
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条第１項の規定により専決処分を行ったもので、同条第２項の規定により議会に

報告するものであります。 

 以上が報告第１９号「専決処分事項について（損害賠償の額の決定）」及び報

告第２０号「専決処分事項について（損害賠償の額の決定）」についての説明と

させていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 

議長（三鬼和昭議員） 以上で説明は終わりました。 

 この際、報告に対し質疑がございましたら、報告案件であることをご留意の上、

ご発言願います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 議題の件は報告でありますので、これをもって終結いたします。 

 ここで暫時休憩し、付託議案の審査をしていただくため第二・第三委員会室に

おいて最初に総務産業常任委員会を開催していただき、同委員会終了後、生活文

教常任委員会を開催していただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、暫時休憩いたします。 

〔休憩 午前１０時１８分〕 

〔再開 午後 ０時０２分〕 

議長（三鬼和昭議員） 正午を過ぎておりますが、休憩前に引き続き会議を再開いた

します。 

 それでは、日程第７、議案第３０号「平成２１年度尾鷲市一般会計補正予算

（第５号）の議決について」を議題といたします。 

 ただいま議題となりました議案につきましては、それぞれの所管の常任委員会

に付託してご審査願っておりますので、その経過並びに結果について、各委員長

の報告を求めます。 

 最初に、総務産業常任委員会、真井紀夫委員長。 

〔１６番（真井紀夫議員）登壇〕 

１６番（真井紀夫議員） 本日、私ども総務産業常任委員会に付託になりました議案

第３０号「平成２１年度尾鷲市一般会計補正予算（第５号）の議決について」の

うち、第１条歳入、第１４款県支出金、歳出第５款農林水産業費、第６款商工費、

第７款土木費、以上１議案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果

について報告申し上げます。 



－１０－ 

 委員会へは関係課長等の出席を求め、詳細なる説明聴取を行い慎重に審査いた

しました結果、付託されました議案第３０号「平成２１年度尾鷲市一般会計補正

予算（第５号）の議決について」は全会一致で可決すべきものと決しました。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

議長（三鬼和昭議員） 次に、生活文教常任委員会、三鬼孝之委員長。 

〔１２番（三鬼孝之議員）登壇〕 

１２番（三鬼孝之議員） 本日、私ども生活文教常任委員会に付託になりました議案

第３０号「平成２１年度尾鷲市一般会計補正予算（第５号）の議決について」の

うち、歳出第３款民生費、第９款教育費、以上１議案につきまして、委員会にお

ける審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。 

 教育長及び関係課長等の出席を求め、詳細に説明聴取を行い、慎重に審査いた

しました結果、付託されました議案第３０号「平成２１年度尾鷲市一般会計補正

予算（第５号）の議決について」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべき

ものと決しましたので、ご報告申し上げます。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（三鬼和昭議員） 以上で各委員長の報告は終了いたしました。 

 これより各委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 議案第３０号「平成２１年度尾鷲市一般会計補正予算（第５号）の議決につい

て」を採決いたします。本議案に対する各委員長の報告は可決であります。委員

長の報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

（起 立 全 員） 

議長（三鬼和昭議員） 起立全員であります。 

 よって、議案第３０号「平成２１年度尾鷲市一般会計補正予算（第５号）の議

決について」は、原案のとおり可決されました。 



－１１－ 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 この際、市長職務代理者よりごあいさつがあります。 

 市長職務代理者。 

〔市長職務代理者（三木正尚君）登壇〕 

市長職務代理者（三木正尚君） 議員の皆様、本日は傾注なるご審議を賜り、本当に

お疲れさまでございました。 

 本臨時会に提出いたしました議案を原案どおりご承認賜り、また３件の専決処

分事項についてもお認めいただきましたことを感謝申し上げます。 

 簡単ではございますが、本臨時会の閉会のごあいさつとさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

議長（三鬼和昭議員） これをもって平成２１年第３回臨時会を閉会いたします。 

〔閉会 午後 ０時０８分〕 
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